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１【提出理由】
　平成25年５月29日（水）開催の当社取締役会において、当社普通株式について、海外市場（ただし、米国に
おいては、1933年米国証券法に基づくルール144Ａに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。）にお
ける募集（以下、「本件募集」という。）による自己株式の処分を行うことが決議され、これに従って本件募
集が本邦以外の地域において開始されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開
示に関する内閣府令第19条第１項及び同条第２項第１号の規定に基づき、同日付で臨時報告書を提出してお
りますが、平成25年５月29日（水）に本件募集の募集条件その他本件募集に関し必要な事項が決定されまし
たので、これらに関する事項を訂正するため、金融商品取引法第24条の５第５項において準用する同法第７
条第１項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
 
 

２【訂正内容】

（注）　訂正箇所には下線を付しております。
 
(３) 処分価格
（会社法上の払込金額）

 

（訂正前） 未定
　なお、処分価格（会社法上の払込金額）の決定方法は、日本証券業協会
の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式と
同様のブックビルディング方式により、平成25年５月29日（水）から
平成25年５月31日（金）までの間のいずれかの日（以下、「処分価格
決定日」という。）の株式会社東京証券取引所における当社普通株式
の普通取引の終値（当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日
の終値）に0.90～1.00を乗じた価格（１円未満端数切捨て）を仮条件
として、需要状況等を勘案した上で、処分価格決定日に決定する方法に
よる。
 

（訂正後） 433円（本件募集における１株当たりの処分価格（会社法上の払込金
額）である。）
 

(５) 処分価額の総額  
（訂正前） 未定

 
（訂正後） 93,961,000,000円

 
(11) 提出会社が取得する手取

金の総額並びに使途ごと
の内容、金額及び支出予
定時期

 

（訂正前） ①　手取金の総額
払込金額の総額 98,084,000,000円(見込)
処分諸費用の概算額 4,304,000,000円(見込)
差引手取概算額 93,780,000,000円(見込)
なお、払込金額の総額は、処分価額の総額と同額であり、平成25
年５月28日（火）現在の株式会社東京証券取引所における当
社普通株式の普通取引の終値を基準として算出した見込額で
ある。
　

②　使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
上記差引手取概算額93,780,000,000円については、当面、三井
住友信託銀行株式会社への預け金に充当し、グループの事業資
金として活用する予定である。
 

（訂正後） ①　手取金の総額
払込金額の総額 93,961,000,000円
処分諸費用の概算額 4,208,000,000円
差引手取概算額 89,753,000,000円
　

②　使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
上記差引手取概算額89,753,000,000円については、当面、三井
住友信託銀行株式会社への預け金に充当し、グループの事業資
金として活用する予定である。
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以　上
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